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ニュースポーツブランド 
 

 

 スポーツグッズは、デザインやブランドで商品価値が

大きく変わります。日本の商品は、実はデザインやブラ

ンド戦略が弱いのです。 
新しいスポーツやスポーツ商品開発の際には、是非貴社

のブランド（社標 商品商標 マーク 商品区分は第２

８類や第４１類）を登録してください。 
 

① ニュースポーツを創造したとき。 
② スポーツグッズを開発したとき。 
③ 来期の新製品企画があるとき。 

 

商標登録につきましては、お気軽にお問い合わせ下さ

い。 

当所の商標ホームページ をご覧下さい。 
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